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   「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実

習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業

に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」

の一部改正について 

 

 

標記については、平成 29 年９月 29 日付社援発 0929 第４号・老発 0929 第２

号「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に

関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業

所管大臣が定める基準等」について」により通知したところであるが、技能実

習生の訪問介護等への従事を可能とするため、本日付けで「介護職種について

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に

規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準

等の一部を改正する件」（令和７年厚生労働省告示第 115 号）が告示され、令和

７年４月１日付けで適用されることを踏まえ、今般、別紙のとおり改正するこ

ととしたので通知する。 

 

殿 



別紙 「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業

に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について （平成 29 年 9 月 29 日社援発 0929 第 4 号、老発 0929 第 2 号厚生

社会･援護局長、老健局長連名通知）（抄） 新旧対照表 
 

改 正 後 現   行 
第一 技能実習生計画の認定の基準 
 一 （略） 

二 技能実習を行わせる体制について（告示第２条） 
１ （略） 
２ 技能実習を行わせる事業所について（告示第２条第３号イ） 

    告示第２条第３号イ及び第５条第１号イに規定する「介護等の業

務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第 40条第２項第５号に規定す

る「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定にお

いて「介護等の業務」に従事したと認められるもののうち、別紙１に

示す施設における「介護等の業務」であること。 
３ 技能実習生が訪問系サービスに従事する際の遵守事項等（告示第２

条第３号ロ） 
告示第２条第３号ロにおいて、技能実習生が利用者の居宅において

サービスを提供する介護等の業務（以下「訪問系サービス」という。）

に従事する場合における事業所の遵守事項等を列挙しているが、その

具体的内容及び遵守事項等の対象となるサービス等については、「外

国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」（令和

７年３月 31 日付け社援発 0331 第 40 号、老発 0331 第 12 号）を参照

されたい。 
４ 遵守事項等確認機関への協力について（告示第２条第３号ハ） 
  事業所において告示第２条第３号ロの遵守事項等を適切に実施で

第一 技能実習生計画の認定の基準 
 一 （略） 

二 技能実習を行わせる体制について（告示第２条） 
１ （略） 
２ 技能実習を行わせる事業所について（告示第２条第３号イ） 

    告示第２条第３号イ及び第５条第１号イに規定する「介護等の業

務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第２項第５号に規定

する「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定に

おいて「介護等の業務」に従事したと認められるものであること。具

体的には（別紙１）のとおりであること。 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 

別紙１ 



きる体制を有していることについては、国の補助を受けた遵守事項等

確認機関において、下記のとおり事前に確認の上、その旨を証する書

類（以下「適合確認書」という。）を交付するとともに、遵守状況につ

いては巡回訪問等を通じて確認することとする。そのため、事業所に

おいては、遵守事項等確認機関に対し、必要な協力を行うこと。具体

的には、以下の流れで行われる巡回訪問等のうち、遵守事項等確認機

関が行う①、②、⑤、⑥について協力を行うこと。なお、⑥における

遵守事項等確認機関からの指導等を通じても、遵守事項等の実施体制

等に改善が見込まれない場合には、遵守事項等確認機関において厚生

労働省に協議の上、適合確認書の取消措置を講ずるとともに、適合確

認書を取り消した旨、外国人技能実習機構（以下「機構」という。）に

情報提供し、必要な手続の上、技能実習計画に係る実習認定の取消を

行う。 
①受入事業者から遵守事項等確認機関に対し、遵守事項等を満たし

ていることが分かる書類や機構へ提出予定の技能実習計画に関す

る書類を提出する。 
②遵守事項等確認機関は①で提出を受けた書類を確認し、受入事業

者が遵守事項等を満たしていると認められる場合には、適合確認書

を事業者に交付する。 
③事業者から機構に対し、適合確認書、その他必要書類を添えて、

技能実習計画の認定を申請する。 
④③の技能実習計画の認定申請を受けた機構は認定基準の適合性

を確認し認定する。 
⑤事業者は遵守事項等確認機関の求めに応じ、当該機関に対し、巡

回訪問実施前の事前質問票等を提出する。 
⑥遵守事項等確認機関は、事業者に適宜巡回訪問を行い、遵守事項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



等を満たしているか確認するとともに、必要に応じて指導等を行

う。 
５ 事業所要件・法人要件・サポート体制要件について（告示第２条第

３号ニ） 
技能実習生を受け入れる事業所は、①開設後３年以上経過した事業

所（告示第２条第３号ニ（１））、②介護等の業務を行う他の事業所の

開設後３年以上経過した法人内の事業所（告示第２条第３号ニ（２）。

以下「法人要件」という。）、③当該事業所を経営する法人からの適切

なサポート体制がある事業所（告示第２条第３号ニ（３）。以下「サポ

ート体制要件」という。）、のいずれかの要件を満たす必要がある。 
このうち、告示第２条第３号ニ（３）に規定する（ⅰ）～（ⅳ）の

要件について、具体的には、技能実習生を受け入れる法人において以

下の体制を確保しているものであること。 
（ⅰ）利用者・家族が安心してサービスを利用できるよう、技能実習

生に対する研修体制とその実施が確保されていること。具体的に

は、受入れ事業所を経営する法人や受入れ事業所において行われる

緊急時の対応や、受入れ事業所を経営する法人や受入れ事業所にお

いて行われるプライバシーの保護、法令遵守、ハラスメント対策、

虐待防止を内容に含む研修を実施すること。 
（ⅱ）技能実習生・受入れ事業所の職員・利用者などからの相談体制

が確保されていること。具体的には、技能実習生、受入れ事業所の

職員及び利用者等が利用できる相談窓口の設置や、当該相談につい

て迅速な対応を図るための対応手順及び留意事項を定めたマニュ

アルの作成を行うこと。 
（ⅲ）技能実習生の受入れについて、受入れ開始前に、受入れ事業所

の職員や受入れ事業所を利用する利用者・家族等に対する説明会等

 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



が行われていること。 
（ⅳ）技能実習生の受入れに関して、技能実習生を受け入れる準備や

受入れ後の定着について、法人の役員、技能実習責任者、技能実習

指導員など主に技能実習制度に関わる関係者で議論する協議体制

が確保されていること。 
加えて、サポート体制要件で技能実習生を受け入れる事業所につい

ては、当該サポート体制について技能実習計画認定申請時に必要な誓

約書を提出すること。また、当該誓約に従って技能実習を行わせてい

ないことが判明したとき等には、技能実習計画に係る実習認定の取消

を行う可能性がある。 
あわせて、技能実習生を受け入れる事業所においては、当該技能実

習生本人に対し、多言語による相談窓口や、外国人の技能実習の適正

な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第 89号。

以下「技能実習法」という。）第 49 条第１項に規定する出入国在留管

理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告について、説明すること。 
なお、サポート体制については技能実習生を受け入れる上で極めて

重要であることから、①及び②で技能実習生を受け入れる事業所につ

いても、当該事業所を有する法人において、上記のサポート体制を構

築することが望ましい。 
６ 夜勤業務等について（告示第２条第４号） 
  夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に

対する配慮が特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負

担が大きいことから、技能実習生を夜勤業務等に配置する際には、利

用者の安全を確保し、技能実習生を保護するための措置を講ずること

が必要であること。 
  また、訪問系サービスについても、告示で規定している「少人数の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 夜勤業務等について（告示第２条第５号） 
  夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に

対する配慮が特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負

担が大きいことから、技能実習生を夜勤業務等に配置する際には、利

用者の安全を確保し、技能実習生を保護するための措置を講ずること

が必要であること。 
 



状況の下での業務」に該当することから、技能実習生が訪問系サービ

スに従事する場合にあっては、上記３で記載した訪問系サービスに従

事する際の遵守事項等を踏まえた上で、利用者の安全を確保し、技能

実習生を保護するための措置を講ずることが必要であること。 
なお、深夜労働については、合理的な理由がある場合に限って認め

ることとしているため、深夜労働を行わせることが合理的である理由

を記載した書面（任意様式）を提出すること。 
 
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて 
  １ 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて 
   （１）（２）に掲げるサービス以外のサービス 
    次のいずれかに該当する介護職種の技能実習生については、法令に

基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとするこ

と。 
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から６月を

経過した者 
② 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から６月を

経過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び

指導の実施状況並びに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を勘

案し、配置基準において職員等とみなすこととした者 
③ 日本語能力試験のＮ２又はＮ１（平成 22 年３月 31 日までに実施

された審査にあっては、２級又は１級）に合格している者 
ただし、②に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合

は、次のア及びイを満たすこと。 
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること 
イ 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実

 
 
 
 
 
 
 
 

第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて 
  １ 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて 
   
    次のいずれかに該当する介護職種の技能実習生については、法令に

基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとするこ

と。 
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から６月を

経過した者 
② 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から６月を

経過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び

指導の実施状況並びに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を勘

案し、配置基準において職員等とみなすこととした者 
③ 日本語能力試験のＮ２又はＮ１（平成 22 年３月 31 日までに実施

された審査にあっては、２級又は１級）に合格している者 
ただし、②に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合

は、次のア及びイを満たすこと。 
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること 
イ 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実



施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること 
（２）訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

問介護、介護予防・日常生活支援総合事業（第一号訪問事業に限

る。）、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害

者等包括支援、移動支援事業及び居宅訪問型児童発達支援 
「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点につ

いて」に掲げられているとおり、技能実習生が訪問系サービスに

従事する条件として、次のことを求めている。 
○介護事業所等での実務経験が１年以上あることが原則とな

っていること、 
○例外的に実務経験が１年に満たない場合には、 
・Ｎ２相当以上の日本語能力を有すること、 
・同通知で定められた期間の同行訪問が必要とされているこ

と 
上記に加えて、技能実習を行わせる事業所において遵守事項が

求められることを勘案し、当該事業所において実習を開始してか

ら一定期間を経過しており、事業者が、事業所の管理者、実習責

任者等の意見等を勘案し、配置基準において職員等とみなすこと

とした技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準に

おいて職員等とみなす取扱いとすること。その際、一定期間を経

過していることの判断に当たっては、受入事業所の職員等と円滑

にコミュニケーションがとれていることや、技能実習生が事業所

で従事するうえでの基本的なルールを習得していることなどを

確認した上で判断すること。 
  ２ （略） 
 

施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ２ （略） 
 



第四 その他 
  介護職種における技能実習生の受入れに当たっては、「技能実習制度へ

の介護職種の追加に向けた準備会」において、（別紙２）のとおり、「介護

職種の技能実習生の受入れに関するガイドライン」が策定されているの

で、これを踏まえ、介護職種の技能実習を適正に実施するための取組をさ

らに推進されたい。 

第四 その他 
  介護職種における技能実習生の受入れに当たっては、「外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（平成 28 年法律第 89

号）の施行後において同法第 54 条第１項に規定する事業協議会への移行

が想定される「技能実習制度への介護職種の追加に向けた準備会」におい

て、（別紙２）のとおり、「介護職種の技能実習生の受入れに関するガイド

ライン」が策定されているので、これを踏まえ、介護職種の技能実習を適

正に実施するための取組みをさらに推進されたい。 
 


